
平成22年5月28日

○

回復前 回復後

約150万円
（定額部分）

（参考）一定の前提で
の増加総額の機械的
計算（※）

年　金　額　回　復　の　経　緯
増加年金額

（年額）

回復前の厚生年
金加入期間６４月
に１６８月を追加。

年金額（年額）

年金額回復の具体的事例

平成22年3月15日から19日までに年金額試算を全国の年金事務所で行った増加年金額が大きい１０ケースに
ついて取りまとめたもの

1,617,000円

7 83歳 男 551,600円 1,102,700円

523,900円 1,350,000円

1,654,300円

6 72歳 男

男 602,500円 1,136,800円

1,591,900円 2,163,000円

年
齢

性
別

1 81歳 女

○「黄色便（厚生年金手帳番号払出簿や旧姓情
報と基礎年金番号の３情報（氏名、生年月日、性
別）を突き合わせ合致した方等に送付するお知ら
せ）」の回答票が本部から回付され、回答票に本
人の申出の会社名、勤務期間により調査したとこ
ろ、本人の申出と一致する厚生年金の記録が判
明し、記録を統合した。

4 女

5 83歳

79歳 637,000円

571,100円

約2,360万円

○「ねんきん特別便（名寄せ便）」のフォローアップ
対象者であるご本人に電話連絡をし、ご本人のも
のと思われる厚生年金及び国民年金の記録につ
いて会社名・所在地・勤務期間、ご本人の住所地
を確認 した。後日、ご本人から厚生年金及び国
民年金の被保険者記録照会申出票の提出を受け
調査したところ、ご本人の申出と一致する厚生年
金及び国民年金の記録が判明し、記録を統合し
た。

○「ねんきん特別便（全員便）」の回答票が社会保
険業務センターより回付され、ご本人の申出の会
社名、勤務期間及び旧姓情報により調査したとこ
ろ、ご本人の申出と一致する厚生年金の記録が
判明し、記録を統合した。

回復前の厚生年
金加入期間２４９
月に２１５月及び
国民年金の保険
料納付済期間６５
月、保険料免除
期間１３月を追
加。

838,500円 1,588,100円

○統合前の厚生年金の加入月数５０１月では、６
０歳から６４歳まで期間の特別支給の老齢厚生年
金は、報酬比例部分のみの支給であるが、３５月
の厚生年金の加入期間が統合され５３６月となっ
たことから、厚生年金の加入期間が５２８月（44
年）以上あり退職している方に適用される「長期加
入者特例」に該当することになり、６２歳から定額
部分も支給されることとなった。併せて、報酬比例
部分についても年金額が３５月分増額（約26,000
円/年額）されることとなった。

概　　　　要

826,100円

回復前の厚生年
金加入期間１９９
月に１０５月を追
加。

1,031,800円

72歳 女

2 62歳

番
号

○「ねんきん特別分（名寄せ便）」のフォローアップ
対象者であるご本人から回答票が郵送され、本
人の申出の会社名、勤務期間により調査したこ
ろ、ご本人の申出と一致する厚生年金の期間が
判明し、記録を統合した。

749,600円3

○「ねんきん特別便（名寄せ便）」の回答票が社会
保険業務センターより回付され、ご本人の申出た
会社名、勤務期間により調査したところ、ご本人
の申出と一致する厚生年金の記録が判明し、記
録を統合した。

○「受給者便（受給者への標準報酬月額等のお
知らせ）」をご本人が持参し「もれている会社があ
る」と相談窓口を訪れ、ご本人の申出の会社名、
勤務期間により調査したところ、ご本人の申出と
ほぼ一致（生年月日の一部が相違）する厚生年金
の記録が判明し、ご本人に生年月日の相違を確
認し記録を統合した。

回復前の厚生年
金加入期間１５１
月に１０２月を追
加。

○「ねんきん特別便（名寄せ便）」の回答票をご本
人が社会保険業務センターへ送付し、ご本人の
申出た会社名、勤務期間により調査し、ご本人の
申出と一致する厚生年金の記録が判明し、記録
を統合した。その後、ご本人が会社を退職（厚生
年金の資格を喪失）したため、相談窓口を訪れ年
金額の再計算（再裁定）手続きを行った。

約1,300万円

回復前の厚生年
金加入期間５４月
に１２３月を追加。

約2,140万円

約50万円
（報酬比例部分）

約1,340万円

約1,820万円

約1,420万円

回復前の厚生年
金加入期間３４２
月に１４７月を追
加。

回復前の厚生年
金加入期間５０１
月に３５月を追
加。

819,200円

980,000円

1,851,000円男

1,739,300円



平成22年5月28日

回復前 回復後

（参考）一定の前提で
の増加総額の機械的
計算（※）

年　金　額　回　復　の　経　緯
増加年金額

（年額）

年金額（年額）年
齢

性
別

概　　　　要
番
号

　　年金記録が回復した経緯別内訳（今回の１０事例）

（注２）　※の「（参考）一定の前提での増加総額の機械的計算」は、基本的に各ケースの受給開始年齢から65歳時点の平均余命
（男性＋18.6歳、女性＋23.6歳）までの期間（この平均余命を超えているケースは現在年齢までの期間、すでに死亡されている
ケース（未支給分）は死亡時までの期間）について受給すると仮定して機械的に計算した金額であり、実際に支払われる差額では
ない（実際には、在職や雇用保険受給による支給停止等や物価スライドがあるが、これらによる支給額の変動は考慮していない）

　　１件　（事例　６）

　　１件　（事例　１０）

フォローアップ（電話・文書・訪問）対象事案 　　２件　（事例　３、７）

（注１）　本表は、上記期間において全国の年金事務所で行った年金額試算における増加年金額（年額）の上位１０ケースについ
て事例概要、年金額回復の経緯を取りまとめたもの

516,200円 349,400円

○「ねんきん特別便（名寄せ便）」の回答票をご本
人が相談窓口に持参され、回答票に「訂正があ
る」と記載されていた会社名、勤務期間により調
査したところ、ご本人の申出と一致する厚生年金
と船員保険の記録が判明し、記録を統合した。

○この厚生年金の記録３４月及び船員保険の記
録６０月（厚生年金換算８０月）の統合により、老
齢厚生年金の年金額が５４１，４００円（年額）増加
することとなるが、ご本人は既に死亡されているた
め、ご本人の死亡届の提出者である遺族（子）に
未支給分の年金（一時金）が支払われることとな
る。

77歳 男

865,600円

回復前の厚生年
金加入期間０月
に１３２月を追加。
（老齢基礎年金受
給者）

回復前の厚生年
金加入期間１７５
月に９５月を追
加。

2,008,700円

1,691,100円

○「ねんきん特別便（全員便）」の回答票が社会保
険業務センターから回付され、ご本人の申出の会
社名、勤務期間により調査したところ、生年月日
の一部が相違した厚生年金の記録が判明し、ご
本人に生年月日の相違を確認し記録を統合した。

9

10 故人 女

541,400円

519,700円

8 故人 男 1,467,300円

約1,220万円

　　５件　（事例　２、３、５、７、８）

回復前の厚生年
金加入期間３０８
月に厚生年金３４
月及び船員保険
６０月（厚生年金
換算８０月）を追
加。

約1,000万円
（未支給分）

約900万円
（未支給分）

受給者便（受給者への標準報酬月額等のお知らせ）

その他（一般年金相談（死亡届））

ねんきん特別便（名寄せ便）

ねんきん特別便（全員便）

黄色便（旧姓情報を活用したお知らせ）

　　２件　（事例　４、９）

　　１件　（事例　１）

○ご本人(故人）の死亡により、夫が死亡届及び
未支給年金の請求で窓口に来所された際に、夫
の申出のご本人（故人）が結婚前に勤務していた
会社名、勤務期間、旧姓情報により調査したとこ
ろ、申出と一致する厚生年金記録が判明し、記録
を統合した。

○記録統合前は、国民年金の記録のみで老齢基
礎年金を受給していたが、今回判明した厚生年金
記録により老齢厚生年金が受給できることとなり、
夫に未支給分の年金（一時金）として支払われる
こととなる。

1,171,400円


